
入札公告 

 

条件付き一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６の規定に基づき、下記のとおり公告する。 

 

令和８年(2026 年)　４月１３日 

下関市長　前田　晋太郎　 

記 
１　業務名 

下関市立吉見学校給食共同調理場学校給食等運搬業務 

 

２　業務内容 

別紙１仕様書のとおり 

 

３　業務場所 

下関市立吉見学校給食共同調理場から下関市立吉見中学校までの区間 

 

４　契約期間 

契約締結日から令和１１年７月３１日まで 

 

５　履行期間 

令和８年８月１日から令和１１年７月３１日まで 

 

６　契約の方法 

地方自治法第２３４条の３及び下関市長期継続契約を締結することがで

きる契約を定める条例第１条第８号の規定に基づく長期継続契約 

長期継続契約の締結により、契約期間中の予算措置が当然に保証される

ものではなく、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において歳

出予算のこの契約に係る金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更し、又は解除する。また、それに伴う損害を受けた場合であっ

ても、下関市は損害賠償の責めを負わない。 

 

７　入札条件 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しない者であること。 

(2) この公告の日から入札の日までの間、下関市競争入札参加有資格者指



名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

(3) 下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿「その他（役務）」の

「給食業務」に登録があること。 

(4) 下関市内に事業所（本社、支店、営業所又は出張所）を有すること。 

 

８　契約条項を示す場所及び日時 

(1) 場所 

下関市教育委員会教育部学校保健給食課（下関市幡生新町１番１号） 

(2) 日時 

令和８年４月１３日から令和８年４月２２日までの期間 

（各日とも９時から１７時までの時間） 

 

９　申請方法 

入札に参加しようとする者は、「入札参加資格確認申請書」（別添１）

を、次項に示す提出先へ電子メール、郵送又は持参により提出すること。 

申請書は、次項に示す提出先の窓口にて入手又は下関市ホームページ

（https://www.city.shimonoseki.lg.jp/）からダウンロードして使用する

こと。 

 

１０　申請書提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

令和８年４月２２日の１７時まで 

（提出期限を過ぎたものは受理しない） 

(2) 提出先 

下関市教育委員会教育部学校保健給食課 

（郵便：〒751-0830　下関市幡生新町１番１号） 

（電子メール：kiganzen@city.shimonoseki.yamaguchi.jp） 

 

１１　入札参加資格の決定 

入札参加資格の審査結果は、「入札参加資格確認通知書」（別添２）によ

り令和８年４月２７日までに電子メールまたは郵送にて通知する。 

 

１２　質問の方法 

(1) 本業務に関する質問は、電子メール

（kiganzen@city.shimonoseki.yamaguchi.jp）により行うこと。 

(2) 質問の期限は、令和８年４月２２日の１２時までとする。 

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/


(3) 質問の回答は、質問者のみに電子メールにより行う。 

 

１３　入札方法 

「入札書」（別添３）を下記１４(1)の入札場所に持参すること。郵便に

よる入札は認めない。 

「入札書」には、令和８年８月１日から令和１１年７月３１日までの３

６ヶ月分）の委託料を算定し、その金額を明記すること。落札決定にあた

っては、「入札書」に記載された金額に、当該金額の 100 分の 10 に相当す

る額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見

積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を「入札書」に記載すること。 

代理人として入札させる場合は、委任状（別添４）を代理人に持参させ

ること。 

 

１４　入札の場所及び日時 

(1) 入札場所 

下関市教育センター　２階小研修室１（下関市幡生新町１番１号） 

(2) 入札日時 

令和８年５月１日　１４時３０分 

 

１５　入札保証金 

下関市契約規則による。ただし、納付が必要である者については、後日通

知する。 

 

１６　契約保証金 

下関市契約規則による。納付が必要である落札者については、別途通知す

る。 

 

１７　入札の無効 

次に掲げるものの一に該当する入札は無効とする。 

(1) 入札保証金の納付がないもの又は入札保証金が不足するもの。 

(2) 入札者が明瞭でないもの又は入札価格を判読することができないも

の。 

(3) 入札者の記名押印のないもの又は住所の記載のないもの。 

(4) 無権代理人又は 1人で 2人以上の代理をした者がしたもの。 

(5) 同一人が同一事項に対して 2通以上したもの。 



(6) 虚偽の申請を行った者のしたもの。 

(7) 金額を訂正した入札書によるもの。 

 

１８　その他 

(1) 入札参加申請を行った者のうち、入札参加資格がないと認められた者

は、「入札参加資格確認通知書」を受けた日の翌日（休日の場合はその翌

日）までに書面を学校保健給食課に持参することにより、入札参加資格が

ないと認めた理由について説明を求めることができる。 

(2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、速やかに回答する。 

(3) 落札者が契約までに入札条件を満たさなくなったとき又は指名停止措置

を受けたときは、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。 

(4) 入札書等の契約に関する書類の作成に当たっては、記載した文字等を容

易に消去することのできる筆記用具（消せるボールペン等）は使用しない

こと。 

(5) 環境に関する特記事項は別添５、下関市暴力団排除条例による措置につ

いては別添６のとおりとする。 

(6) 仕様書において、「甲」とあるのは「委託者」と、「乙」とあるのは

「受託者」と読み替えるものとする。 


